
   
 
 

第 ３ 回 
 

那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会 
 

会 議 資 料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合 併 協 議 の ５ か 条 
 

１．他町の行政内容を批判しないようにしましょう。 
２．お互いの立場を充分尊重しましょう。 
３．コミュニケーションを大切にしましょう。 
４．先人に感謝し、５町の歴史文化に敬意を払いましょう。 
５．将来を見据え、勇気をもって合併問題に取り組み 
ましょう。 

 
 
 
 
 
 
   

日 時 ： 平成１６年５月２８日（金） 午後１時３０分から 
場 所 ： 桃山町保健福祉センター ２階 ピーチホール 

 



会  議  次  第 
 
 
１．開  会 
 
２．会 長 挨 拶 
 
３．会議録署名委員の指名 
 
４．議  事 
（１）報告事項 
  報告第１１号  新市の事務所の位置等検討小委員会での協議状況について 
  報告第１２号  新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会での協議状況 

について 
   報告第１３号  新市建設計画策定検討小委員会での協議状況について 
 
（２）協議事項 
 協議第８号の１ 一般職員の身分の取扱いについて 
 協議第９号の１ 電算システムの取扱いについて 

   協議第１０号  財産及び債務の取扱いについて 
   協議第１１号  地方税の取扱いについて 
   協議第１２号  特別職の身分の取扱いについて 
   協議第１３号  条例・規則等の取扱いについて 
   協議第１４号  使用料・手数料等の取扱いについて 
 
５．次回協議会の開催について 
 
６．そ の 他 
 
７．閉  会 
 
 



報告第１１号  
 
 
 
 

新市の事務所の位置等検討小委員会での協議状況について 
                 
 
 
  新市の事務所の位置等検討小委員会での協議状況について、別紙のとおり報告する。 
 
 
 
      平成１６年５月２８日報告  
 
 
 

新市の事務所の位置等検討小委員会 
委 員 長  山 下 忠 男   

   



報告第１２号  
 
 
 
 

新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会での協議状況について 
                 
 
 
  新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会での協議状況について、別紙のとおり報告
する。 
 
 
 
      平成１６年５月２８日報告  
 
 
 

新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会 
委 員 長   榎 本 喜 之   

    



報告第１３号  
 
 
 
 

新市建設計画策定検討小委員会での協議状況について 
                 
 
 
  新市建設計画策定検討小委員会での協議状況について、別紙のとおり報告する。 
 
 
 
      平成１６年５月２８日報告  
 
 
 

新市建設計画策定検討小委員会   
委 員 長  丸 井 幸 次    

    



協議第８号の１  
 
 
 
 

一般職員の身分の取扱いについて  
                 
 
 
  一般職員の身分の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出す
る。  
 
 
 
      平成１６年４月２２日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 
 

記  
      
                                                                           

協 定 項 目  一般職員の身分の取扱い  
項 目 区 分  合併特例法に定める協定項目  
担 当 部 会  総務財政部会  
事  務  局  総務課  

調整方針（案）  

現に打田町、粉河町、那賀町、桃山町及び貴志川町の

一般職の職員である者は、すべて新市の職員として引き

継ぐものとする。 
 
 具体的な調整内容 
  １． 職員数については、新市において定員適正化

計画を策定し、適正化に努めるものとする。 
  ２． 職名及び任用要件については、人事管理及び

職員の処遇の適正化の観点から合併時に調整

し、統一を図る。 
  ３． 職階については、合併時に職名とともに級分

類を調整し統一を図る。 
 ４． 職員の給与については、適正化の観点から統

一を図る。現職員については、現給を保障し、

合併後速やかに給料の格差是正を行う。 
 

平成１６年  月  日 確認  



協議第９号の１  
 
 
 
 

電算システムの取扱いについて  
                 
 
 
  電算システムの取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出する。  
 
 
 
 
      平成１６年４月２２日提出  
 
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 
 
 

記  
 
      
                                                                           

協 定 項 目  電算システムの取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  総務財政部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  
電算システムの取り扱いについては、合併時に電算シ

ステムを統合し、住民サービスの低下を招かないように

調整する。 

 
平成１６年  月  日 確認  



協議第１０号  
 
 
 
 

財産及び債務の取扱いについて  
                 
 
 
  財産及び債務の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出する。  
 
 
 
 
      平成１６年５月２８日提出  
 
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 
 
 

記  
 
      
                                                                           

協 定 項 目  財産及び債務の取扱いについて  
項 目 区 分  基本的な協定項目  
担 当 部 会  総務財政部会  
事  務  局  総務課  

調整方針（案）  

５町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新

市に引き継ぐものとする。 
財産区保有財産は、財産区保有財産として新市に引き

継ぐものとする。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 
協 定 項 目 財産及び債務の取扱い 関 係 項 目  総 務 課 

調整方針（案）  ５町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。 
 財産区保有財産は、財産区保有財産として新市に引き継ぐものとする。 

 
那  賀  ５  町  の  状  況（平成１５年度末見込数値） 

町 名 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
調整の具体的内容 

１ 公有財産 
 (1)土地 
    １,１２２,８３２.６３㎡ 

(2)建物 
       ５３,４５７.００㎡ 

１ 公有財産 
 (1)土地 

８９９,６７９.４２㎡ 
(2)建物 
     ５５,６６９.９１㎡ 

１ 公有財産 
 (1)土地 
     ３１０,８４５.２４㎡ 

(2)建物 
     ５１,３５４.６９㎡ 

１ 公有財産 
 (1)土地 
     ４１４,１２２.２９㎡ 

(2)建物 
     ３１,７４２.２０㎡ 

１ 公有財産 
 (1)土地 
    １,０７２,２６３.９０㎡ 

(2)建物 
     ５４,６９１.９２㎡ 

 

２ 出資による権利 
 

５３,４３９千円 
 

２ 出資による権利 
 

１４,９０７千円 
 

２ 出資による権利 
 

５３,３２１千円 
 

２ 出資による権利 
 
   １９３,８２６千円 

 

２ 出資による権利 
 
    ５７,２６０千円 

 

 

３ 物 品 
 (1)自動車 
           ７０台 
 (2)美術工芸品 
 

３ 物 品 
 (1)自動車 
           ６０台 
 (2)美術工芸品 
           ２２ 

３ 物 品 
 (1)自動車 
           ４２台 
 (2)美術工芸品 
 

３ 物 品 
 (1)自動車 
           ６０台 
 (2)美術工芸品 
 

３ 物 品 
 (1)自動車 
           ６９台 
 (2)美術工芸品 
 

 

４ 基 金 
 
２,５４４,２５８千円 

 

４ 基 金 
 
１,１３１,０６３千円 

 

４ 基 金 
 
１,９８５,０２０千円 

 

４ 基 金 
 
２,５５９,６２４千円 

 

４ 基 金 
 
１,６０９,１５１千円 

 

 

５ 債 権 
 

２７９,８９４千円 

５ 債 権 
 

１２６,２５０千円 
 

５ 債 権 
 
１,１６８,５３１千円 

 

５ 債 権 
 

３７,６７３千円 
 

５ 債 権 
 

―  千円 
 

 

６ 地方債 
 
６,９１１,０３３千円 

 

６ 地方債 
 
８,１４３,０６４千円 

 

６ 地方債 
 
５,０７０,７５５千円 

 

６ 地方債 
 
５,４９７,８２６千円 

 

６ 地方債 
 
８,７２６,９３７千円 

 

 

７ 債務負担行為(H16～H21) 
 
１,０９９,５００千円 

 

７ 債務負担行為(H16～H21) 
 

１１,０３０千円 
 

７ 債務負担行為(H16～H21) 
 

８５,５６０千円 
 

７ 債務負担行為(H16～H21) 
 

１３４,５７９千円 
 

７ 債務負担行為(H16～H21) 
 

４２,５００千円 
 

 

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 

８ 財産区保有財産 
 (1)土地 

２,１５７,０１２㎡ 
 (2)基金 
          ―  千円 
 (3)出資金 

―  千円 

８ 財産区保有財産 
 (1)土地 

１８,１８１,８４１㎡ 
 (2)基金 
      １５２,７６８千円 
 (3)出資金 

―  千円 

８ 財産区保有財産 
 (1)土地 

１,６３５,５６７㎡ 
 (2)基金 
        ４,４６５千円 
 (3)出資金 

５０千円 

８ 財産区保有財産 
 (1)土地 

２,０２０,１２５㎡ 
 (2)基金 
       ４８,５８４千円 
 (3)出資金 

―  千円 

８ 財産区保有財産 
 (1)土地 

３５３,８９９㎡ 
 (2)基金 
         ―  千円 
 (3)出資金 

―  千円 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 



那賀５町合併協議会資料 

財 産 に 関 す る 調 書 （総括表） 
１．公有財産 
（１）土 地                                                                                      （単位：㎡） 

平  成  １  ５  年  度  末  現  在  高 
区  分 

打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 計 

本 庁 舎 ９，５２５．２８ ６，７４２．３０ ４，３８９．００ ６，５２３．４０ ８，０１４．５０ ３５，１７６．４８

警察(消防)施設 １，３２４．１１ ２，３５７．１８ １，０８０．５９ ５０１．２０ ６７９．０５ ５，９４２．１３その他の 

行政機間 その他の施設 ― ６，８０９．３２ １５，９３５．９５ ― ５４，４３２．３５ ７７，１７７．６２

学校 ６８，０３３．３６ ９８，０４９．６９ ２７，２９４．００ ６７，４７６．７６ ７４，０２２．８３ ３３４，８７６．６４

保育所 １０，７３９．１４ ９，９１２．７３ ４，０４８．６３ ５，０２９．９１ ９，２１６．８９ ３８，９４７．３０

公営住宅 ６，００７．７１ ９，９２９．７８ ４０，５０３．３１ ２，５０７．００ ― ５８，９４７．８０
公共用財産 

その他の施設 ２４０，５７５．５１ ４８，０７９．２３ ２９，４７５．６５ ８９，２４４．６６ １７３，１９０．２０ ５８０，５６５．２５

行 

政 

財 

産 

小    計 ３３６，２０５．１１ １８１，８６２．２３ １２２，７２７．１３ １７１，２８２．９３ ３１９，５５５．８２ １，１３１，６３３．２２

宅  地 ６，５４５．０８ １０，７５５．８０ ２，２６４．５２ ２，０３４．２４ ２２，８２２．７２ ４４，４２２．３６

そ の 他 ７８０，０８２．４４ ７０７，０６１．３９ １８５，８５３．５９ ２４０，８０５．１２ ７２９，８８５．３６ ２，６４３，６８７．９０

普 
通 
財 
産 小    計 ７８６，６２７．５２ ７１７，８１７．１９ １８８，１１８．１１ ２４２，８３９．３６ ７５２，７０８．０８ ２，６８８，１１０．２６

合     計 １，１２２，８３２．６３ ８９９，６７９．４２ ３１０，８４５．２４ ４１４，１２２．２９ １，０７２，２６３．９０ ３，８１９，７４３．４８

 
（２）建 物                                                                                      （単位：㎡） 

平  成  １  ５  年  度  末  現  在  高 

木   造（延面積） 非 木 造（延面積） 延 面 積 計 区  分 

打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 計 打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 計 打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 計 

本 庁 舎      3,452.00 3,590.05 2,773.49 2,663.29 4,304.08 16,818.91 3,452.00 3,590.05 2,773.49 2,663.29 4,304.08 16,818.91

警 察 ( 消

防)施設 
  86.76  86.76 44.00 231.90 87.00 309.00 35.00 706.90 44.00 231.90 173.76 309.00 35.00 793.66その他

の行政

機間 
その他の

施設 
 274.21   274.21 1,132.37 2,928.75 2,158.32 6,219.44  1,406.58 2,928.75 2,158.32 6,493.65

学校 321.00  414.00 84.00  819.00 21,318.00 26,729.58 13,995.00 16,247.00 27,281.74 105,571.32 21,639.00 26,729.58 14,409.00 16,331.00 27,281.74 106,390.32

保育所 71.00   199.86  270.86 4,244.00 2,996.42 2,076.02 1,537.29 4,210.90 15,064.63 4,135.00 2,996.42 2,076.02 1,737.15 4,210.90 15,335.49

公営住宅  1,593.53 3,149.76  4,743.29 2,144.00 629.80 13,142.02 677.60 16,593.42 2,144.00 2,223.33 16,291.78 677.60 21,336.71

公 

共 

用 

財

産 
その他の

施設 
55.00 1,024.72 533.17 224.91 283.10 2,120.90 21,808.00 17,043.66 12,168.72 9,799.25 16,382.78 77,202.41 21,863.00 18,068.38 12,701.89 10,024.16 16,665.88 79,323.31

行 

政 

財 

産 

小 計 447.00 2,892.46 4,183.69 508.77 283.10 8,315.02 53,010.00 52,353.78 47,171.00 31,233.43 54,408.82 238,177.03 53,457.00 55,246.24 51,354.69 31,742.20 54,691.92 246,492.05

宅  地  226.05   226.05 197.62 197.62  423.67  423.67

そ の 他         

普 
通 
財 
産 小 計  226.05   226.05 197.62 197.62  423.67  423.67

合  計 447.00 3,118.51 4,183.69 508.77 283.10 8,541.07 53,010.00 52,551.40 47,171.00 31,233.43 54,408.82 238,374.65 53,457.00 55,669.91 51,354.69 31,742.20 54,691.92 246,915.72

※行政財産＝公有財産の内、地方公共団体において現に公用若しくは公共用に供し、又は供するものと決定した財産（地方自治法第２３８条第３項） 

※普通財産＝行政財産以外の一切の公有財産（同法同項）。直接特定の行政目的のために供されるものではなく、地方公共団体が一般私人と同等の立場でこれを所有し、その経済的価値を発揮させるために管理する財産。 



那賀５町合併協議会資料 

２．出資による権利                                                                                 （単位：千円） 
平  成  １  ５  年  度  末  現  在  高 

区  分 
打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 計 

和歌山農業信用基金協会 １，０３０ １，３４０ ８２０ ７６０ ７７０ ４，７２０

テレビ和歌山 １，１０１ １，６４３ １，００６ ８８８ ９２３ ５，５６１

土地開発公社 ５，０００ １０，０００ １０，０００ １０，０００ ３５，０００

和歌山県肉用子牛価格安定基金協会  ２３４ ３７８

和歌山県緑化推進会 ２００ ２００ ２００ ２００ ８００

和歌山県暴力追放県民センター １，３１０ １，４９０ ８９０ ８２０ １，６４０ ６，１５０

和歌山県林業公社 ６０ ４０ ６０ １６０

和歌山環境保全公社 ２４０ ２１０ ２００ ２８０ ９３０

和歌山県文化財保護基金 ６６ ６６

和歌山経済研究所 ５６８ ４４４ ５６５ １，５７７

大阪湾広域臨海環境整備センター １００ １００ １００ １００ ４００

和歌山地域地場産業振興センター ７０ ７０ ７０ ７０ ２８０

財団法人畜産協会わかやま １４４ １８５ １８５

打田町森林組合 ５０ ５０

水道企業会計 ４３，５００ １８０，０００ ４２，５００ ２６６，０００

（財）青洲の里  ５０，０００ ５０，０００

和歌山県民総合検診センター  １３４ ２１２ ３４６

和歌山ふるさと産品振興会出損金  １５０ １５０

合     計 ５３，４３９ １４，９０７ ５３，３２１ １９３，８２６ ５７，２６０ ３７２，７５３

※ 出資とは、一般に特定の法人又は組合に対して、その資本金、基金等の一部として、金銭その他の財産、信用又は労務を提供することをいうが、公有財産に含まれる出資による権利とは、社団法人（民法３４）、株

式会社（商法１６５）及び有限会社（有限会社法１）等に対する出資又は財団方針（民法３４）に対する出捐に伴う地方公共団体の権利をいう。 
 
 
３．物 品       

平 成 １ ５ 年 度 末 現 在 
区  分 

打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 計 

乗  用  車 １５ １  １１ ４２ ６９ 

特  殊  車 ２７ ３９ ２６ １８ ２６ １１２ 

特殊車（塵芥車） ５ ７ ７   １９ 

貨  物  車 ２１ １０ ８ １０  ４９ 

乗 合 バ ス ２ ２ １ ３  ８ 

そ  の  他  １  １８ １ ２０ 

（１）自動車 

小  計 ７０ ６０ ４２ ６０ ６９ ３０１ 

絵     画  ２０    ２０ 

彫     刻  ２    ２ （２）美術工芸品 

小  計  ２２    ２２ 

合     計 ７０ ８２ ４２ ６０ ６９ ３２３ 
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４．基 金（平成１５年度末見込み額）                                                                         （単位：千円） 
基   金   名 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 計 

財政調整基金 １，４７５，９８７ ６１４，７７５ １，１４８，８９１ １，２４０，５８７ ６０７，２７６ ５，０８７，５１６

減債基金 ４８，７４３ ２３，９１２ ２２６，３３６ ３８，３４７ ２０，７５７ ３５８，０９５

物品調達基金  １，０００  １，０００

ふるさと創生基金 ３０２，８４６ ２，０１８ ７，５６３ ３７９，２４３ １００，０３３ ７９１，７０３

都市計画事業基金 ２００，５５２ １０，８３３ １０，１５１  ２２１，５３６

地域福祉基金 ２０３，０１２ １２７，０００ １７９，９３６ １６４，６１５ ７，５１９ ６８２，０８２

公共施設整備事業基金 １０２，７４２ ８，４９５ ２５，３２９ ４８４，７３９ ７，４７２ ６２８，７７７

地域振興基金  ２４，４８６  ２４，４８６

地域づくり推進事業基金  １７，７８８  １７，７８８

中山間ふるさと水と土保全対策基金 １０，４７０ １０，０００ １０，５５５ １０，７５０ １０，６２８ ５２，４０３

医聖華岡青洲  ２０，４６１  ２０，４６１

同和対策住宅整備資金貸付事業債管理基金  ９５，６２３  ９５，６２３

育英事業基金  １２，６１６  １２，６１６

清掃施設整備基金   １０４，３５７ １０４，３５７

道路橋梁整備基金   ２，１１８ ２，１１８

義務教育施設整備基金   ２１０，９１９ ２１０，９１９

住宅基金  ８４２ ８４２

地域改善住宅管理基金  ７５２ ７５２

人材育成基金  ５２，８３９ ５２，８３９

銚子ノ口飲料水基金  ６４２ ６４２

スポーツレクリエーション施設管理基金  ４，４０２ ４，４０２

麻生津簡易水道積立金  １７，０２７  １７，０２７

西脇横谷簡易水道積立金  ２６，１７５  ２６，１７５

名手上簡易水道積立金  ６，５０９  ６，５０９

土地開発基金 １４９，９０６ ２２３，５０６ １００，１７３ ８１，２３８ １７３，００５ ７２７，８２８

国保運営基金 ５０，０００ ９０，０８４ ７４，９０３ １８１，２３９ ３９６，２２６

特定環境保全公共下水道事業基金   １６８，１５３ １６８，１５３

民生資金貸付基金   １，４３７ １，４３７

高額療養費貸付基金   ３，３３８ ３，３３８

公共下水道事業基金  ４００ ４００

介護給付費準備金積立金  ６，８２４ １，３９８  １０，９００ １９，１２２

財源対策債償還基金  ６５，４７７  ６５，４７７

臨時財政特例債償還基金  １，１４２  １，１４２

善田大原水道事業基金  １６，２２７ １６，２２７

黒川水道事業基金  ７７７ ７７７

野田原脇谷水道事業基金  ８，３２１ ８，３２１

合       計 ２，５４４，２５８ １，１３１，０６３ １，９８５，０２０ ２，５５９，６２４ １，６０９，１５１ ９，８２９，１１６ 
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５．債 権（平成１５年度末見込み額）                                                                         （単位：千円） 

区    分 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 計 

粉河町土地開発公社貸付金  １２０，０００ １２０，０００

地域総合整備事業貸付金  ６，２５０ ６，２５０

同和対策住宅新築資金等貸付金 ２７９，８９４ １，１６８，５３１ ３７，６７３ １，４８６，０９８

合    計 ２７９，８９４ １２６，２５０ １，１６８，５３１ ３７，６７３ ０ １，６１２，３４８

 

 

６．地方債調査表（平成１５年度末見込み額）                                                                      （単位：千円） 

区   分 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 合   計 

一般公共事業債 ２３４，２２６ ３４９，４８７ ２９２，８７７ ２７８，７８８ ４４２，３９３ １，５９７，７７１

一般単独事業債 ２，７２３，６７６ １，９２３，７５９ ６３６，４３３ １，７７２，８８５ ４，０３０，７０４ １１，０８７，４５７

公営住宅建設事業債   １７７，８３０   １７７，８３０

義務教育施設整備事業債 ４５２，２７６ ９２２，３７９ ２３８，３２０ １２３，６４１ １，０００，２５５ ２，７３６，８７１

辺地対策事業債  ２２，０００  １３４，６５７  １５６，６５７

公共用地先行取得等事業債 ３１１，６２５     ３１１，６２５

災害復旧事業債 ３２，６９３ ３５，８０１ １４，５７９ ３９，２６４ １，０８９ １２３，４２６

一般廃棄物処理事業債  ４４１，６５９ ４９９，４９１   ９４１，１５０

厚生福祉施設整備事業債 １３９，０５５ ２０，４３８ １，１２９  ８８，９７３ ２４９，５９５

地域改善対策特定事業債 １６０，８６３  ３１２，７８３   ４７３，６４６

減収補てん債  ５，２５０    ５，２５０

財源対策債 １９２，９５４ ２８６，９３９ ２０，８８８ ４３，３１１ ２６６，０９４ ８１０，１８６

臨時財政特例債 ８９，６７６ ３，１０３  １，３０８ ２，２４３ ９６，３３０

減税補てん債 ４０３，５９３ ４０３，４５９ ２０１，５７０ １９６，１２１ ５８５，８４４ １，７９０，５８７

臨時税収補てん債 ５７，０１５ ６９，３８５ ３６，３４４ ３４，７３５ ７１，８４１ ２６９，３２０

臨時財政対策債 ７０７，７００ ７１６，３００ ５３８，８００ ５２５，４００ ８３９，６００ ３，３２７，８００

調整債 ３，１２２ ８，３１４ ５，６９８ ２，３３５  １９，４６９

県貸付金  ３９５，９１２   ７８，５４７ ４７４，４５９

その他  １２，２１４  ７，１７３  １９，３８７

一 

 

般 

 

会 

 

計 

小   計 ５，５０８，４７４ ５，６１６，３９９ ２，９７６，７４２ ３，１５９，６１８ ７，４０７，５８３ ２４，６６８，８１６

同和対策住宅整備資金貸付事業 １２３，３５５  ８６４，１８０ ４０，９９６  １，０２８，５３１

（公共）下水道事業 １６３，１００ １５９，２００ １０８，０００ １８８，３００ ６５０，３６６ １，２６８，９６６

水道事業 １，１１６，１０４ ２，２９２，５４４ １，０１９，９４１ １，９５９，５２５ ６６８，９８８ ７，０５７，１０２

国保直診勘定  ２２，９５０    ２２，９５０

簡易水道事業  ５１，９７１ １０１，８９２   １５３，８６３

飲料水供給施設事業    ９，６２３  ９，６２３

工業用水道事業    １３９，７６４  １３９，７６４

特 

 

別 

 

会 

 

計 

小   計 １，４０２，５５９ ２，５２６，６６５ ２，０９４，０１３ ２，３３８，２０８ １，３１９，３５４ ９，６８０，７９９

合     計 ６，９１１，０３３ ８，１４３，０６４ ５，０７０，７５５ ５，４９７，８２６ ８，７２６，９３７ ３４，３４９，６１５
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７．債務負担行為                                                                                    （単位：千円） 

設       定       限       度       額 
町  名 事  業  名 設定年度 

Ｈ１６年度額 Ｈ１７年度額 Ｈ１８年度額 Ｈ１９年度額 Ｈ２０年度額 Ｈ２１年度額 計 

戸籍電算化システム事業 Ｈ１５年度 10,500  10,500

生涯学習施設建設事業 Ｈ１６年度 1,079,000  1,079,000

綜合データバンク事業 Ｈ１３年度 5,000 5,000  10,000
打 田 町 

小   計  15,500 1,084,000  1,099,500

健康日本２１市町村計画策定委託料 Ｈ１５年度 2,000  2,000

法定外公共物譲与申請業務委託料 Ｈ１４年度 9,030  9,030粉 河 町 

小   計  11,030  11,030

戸籍電算化データ作成委託事業 Ｈ１５年度 7,560  7,560

空気余熱機本体取替修繕 Ｈ１５年度 78,000  78,000那 賀 町 

小   計  85,560  85,560

Ｈ９年度 83 51 26 9  169農村総合整備モデル事業（鷹巣尾農道）農業

基盤整備資金借り入れによる利子補給 Ｈ１０年度 90 61 37 19 6 213

県営畑地総合整備事業（幹線１号）農業生産

基盤資金借り入れによる利子補給 
Ｈ１０年度 25 9  34

Ｈ１２年度 258 173 105 53 18 607県営中山間地域総合整備事業（野田原・脇谷

営農飲雑用水施設）農業基盤整備資金借り入

れによる利子補給 Ｈ１３年度 823 592 397 240 121 41 2,214

住民基本台帳ネットワークシステム機器等 Ｈ１４年度 6,328 4,491 2,654  13,473

法定外公共物譲与申請業務委託料 Ｈ１４年度 234  234

地籍調査帳票管理システム導入事業 Ｈ１５年度 6,190 4,765 3,340 1,915 490 16,700

固定資産情報管理システム導入事業 Ｈ１５年度 3,808 2,856 1,904 952  9,520

戸籍事務電算システム導入事業 Ｈ１５年度 32,405 23,769 17,758 11,747 5,736 91,415

桃 山 町 

小   計  50,244 36,767 26,221 14,935 6,371 41 134,579

貴 志 川 町 平池水路１１工区整備事業 Ｈ１５年度 42,500  42,500

合 計   204,834 1,120,767 26,221 14,935 6,371 41 1,373,169

 



那賀５町合併協議会資料 

８．財産区保有財産（平成１５年度末見込み） 

町  名 財産区の名称 宅 地（㎡） 山 林（㎡） 田（㎡） 畑（㎡） その他（㎡） 合 計（㎡） 基 金（千円） 出資金（千円） 

池田財産区  433,070 10,294 443,364 

田中財産区  999,574 714,074 1,713,648 打 田 町 

小 計  1,432,644 724,368 2,157,012 

長田竜門財産区 109 1,104,604 1,854 13,291 27,670 1,147,528 

竜門財産区  1,494,616 427,614 1,922,230 

南北志野財産区  618,083 618,083 1,313

鎌垣財産区  9,970,000 9,970,000 2,050

鞆渕財産区  4,524,000 4,524,000 149,405

粉 河 町 

小 計 109 17,711,303 1,854 13,291 455,284 18,181,841 152,768

飯盛財産区  1,635,567 1,635,567 4,465 50
那 賀 町 

小 計  1,635,567 1,635,567 4,465 50

最上・神田・市場・元財産区  1,994,748 1,994,748 15,649

調月財産区  25,377 25,377 32,935桃 山 町 

小 計  2,020,125 2,020,125 48,584

平池財産区  112,991 112,991 

丸栖財産区  239,752 239,752 

東貴志財産区  1,156 1,156 
貴 志 川 町 

小 計  240,908 112,991 353,899 

合  計  109 23,040,547 1,854 13,291 1,292,643 24,348,444 205,817 50

 



協議第１１号  
 
 
 
 

地方税の取扱いについて  
                 
 
 
  地方税の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出する。  
 
 
 
 
      平成１６年５月２８日提出  
 
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 
 
 

記  
 
      
                                                                           

協 定 項 目  地方税の取扱いについて  
項 目 区 分  合併特例法に定める協定項目  
担 当 部 会  税務部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

市民税（個人・法人）、固定資産税、都市計画税、軽

自動車税、たばこ税及び特別土地保有税については、現

行のとおり新市に引き継ぐものとし、入湯税について

は、打田町の例によるものとする。 
ただし、都市計画税については合併特例法第１０条第

１項により、合併の日の属する年度及びこれに続く３年

度間に限り、現在の桃山町及び貴志川町については課税

免除するものとする。 
各税の納期等については、それぞれの調整方針（案）

のとおりとする。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目  地方税の取扱い 関 係 項 目  市民税（個人・法人） 調 整 課 

調整方針（案） 

（１） 個人市民税については、現行のとおりとする。 

普通徴収による納期については、 

第１期      ６月 1日から ６月３０日   

第２期      ８月 1日から ８月３１日   

第３期     １０月 1日から１０月３１日   

第４期   翌年の１月 1日から １月３１日とする。 

（２） 法人市民税については、現行のとおりとする。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況 
町名 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 

調整の具体的内容 

町民税（個人） 
(１)均等割額 
   ３，０００円（標準税率） 
 
(２)所得割額 
    200 万円以下  3% 
          （控除額    0 円） 
    200 万円超   8% 
          （控除額 100,000 円） 
    700 万円超  12% 
          （控除額 240,000 円） 
 
(３)納 期 

第１期   ６月 １日 ～  ６月３０日 
第２期   ８月 １日 ～  ８月３１日 
第３期  １０月 １日 ～ １０月３１日 
第４期  翌年１月 １日 ～    １月３１日 

町民税（個人） 
(１)均等割額 

左記に同じ 
 
(２)所得割額 

 
 

左記に同じ 
 
 
 

 
(３)納 期 

第１期   ６月１６日 ～  ６月３０日 
第２期    ８月１６日 ～  ８月３１日 
第３期  １０月１６日 ～ １０月３１日 
第４期  翌年１月１６日 ～   １月３１日 

町民税（個人） 
(１)均等割額 

左記に同じ 
 
(２)所得割額 

 
 

左記に同じ 
 
 
 

 
(３)納 期 

第１期    ６月１６日 ～  ６月３０日
第２期      ７月１６日 ～  ７月３１日
第３期     ８月１６日 ～  ８月３１日
第４期    ９月１６日 ～  ９月３０日
第５期   １０月１６日 ～ １０月３１日
第６期   １１月１６日 ～ １１月３０日
第７期   １２月１６日 ～ １２月２５日
第８期   翌年１月１６日 ～  １月３１日
第９期   翌年２月１６日 ～  ２月末日
第10期   翌年３月１６日  ～    ３月３１日

町民税（個人） 
(１)均等割額 

左記に同じ 
 
(２)所得割額 

 
 

左記に同じ 
 
 
 

 
(３)納 期 

第１期    ６月１６日 ～  ６月３０日
第２期    ７月１６日 ～  ７月３１日
第３期    ８月１６日 ～  ８月３１日
第４期    ９月１６日 ～  ９月３０日
第５期   １０月１６日 ～ １０月３１日
第６期   １１月１６日 ～ １１月３０日
第７期   １２月１０日 ～ １２月２８日
第８期  翌年１月１６日 ～  １月３１日
第９期  翌年２月１６日 ～  ２月末日
第10期  翌年３月１６日 ～  ３月３１日

町民税（個人） 
(１)均等割額 

左記に同じ 
 
(２)所得割額 

 
 

左記に同じ 
 
 
 
 

(３)納 期 
第１期       ６月 １日 ～  ６月３０日 
第２期       ８月 １日 ～  ８月３１日 
第３期   １０月 １日 ～ １０月３１日 
第４期  翌年１月１日 ～  １月３１日 

 
 現行のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
納 期 
第１期       ６月 １日 ～  ６月３０日 
第２期       ８月 １日 ～  ８月３１日 
第３期   １０月 １日 ～ １０月３１日 
第４期  翌年１月１日 ～  １月３１日 

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 

２．町民税（法人） 
(１)法人税割税率 
  ・標準税率   12.3% 
   
(２)均等割税率 
  ・１号法人  3,000,000 円 
  ・２号法人  1,750,000 円 
  ・３号法人   410,000 円 
  ・４号法人   400,000 円 
  ・５号法人   160,000 円 
  ・６号法人   150,000 円 
  ・７号法人   130,000 円 
  ・８号法人   120,000 円 
  ・９号法人       50,000 円 

２．町民税（法人） 
(１)法人税割税率 
     左記に同じ 
 
(２)均等割税率 

 
左記に同じ 

２．町民税（法人） 
(１)法人税割税率 
     左記に同じ 
   
(２)均等割税率 
 

左記に同じ 

２．町民税（法人） 
(１)法人税割税率 
     左記に同じ 
   
(２)均等割税率 
 

左記に同じ 

２．町民税（法人） 
(１)法人税割税率 
     左記に同じ 
   
(２)均等割税率 
 

左記に同じ 

 
現行のとおりとする。 

 

１号法人  資本金 50 億円超       従業員 50 人超 
２号法人   〃 10 億円超～50 億円以下   〃  〃 
３号法人       〃           〃 50 人以下 
４号法人   〃  １億円超～10 億円以下   〃 50 人超 
５号法人       〃           〃 50 人以下 
６号法人   〃  １千万円超～１億円以下   〃 50 人超 
７号法人       〃           〃 50 人以下 
８号法人   〃  １千万円以下        〃 50 人超 
９号法人  上記法人以外の法人 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目  地方税の取扱い 関 係 項 目  固定資産税・都市計画税 調 整 課 

調整方針（案） 

（１）固定資産税については、税率等の基本的事項については現行のとおりとする。なお、農村地域工業等導入促進法の地域指定に係る工業生産設備の固定資産税については、新市移行後も経過措置 

として残るものは、課税免除の扱いとする。 

 納期については、第１期     ４月 1日から ４月３０日 

         第２期     ７月 1日から ７月３１日 

         第３期    １２月 1日から１２月２５日 

         第４期   翌年２月 1日から ２月 末日とする。 

（２）都市計画税の税率及び課税標準は現行のとおり新市に引き継ぐものとする。ただし、合併特例法第１０条第１項により、合併の日の属する年度及びこれに続く３年度間に限り、現在の桃山町及び貴志川町

   ついては課税免除するものとする。  

納期については、固定資産税の納期の例による。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況 
町名 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 

調整の具体的内容 

固定資産税 
(１)納税義務者 
  １月１日現在、町内に所在す
る固定資産の所有者 
(２)課税標準 
  １月１日現在における当該固
定資産の評価 
(３)税 率 
          １．４％ 
(４)免税点 
  土地      ３０万円 
  家屋      ２０万円 
  償却資産   １５０万円 
(５)納 期 

第１期          5 月  １日 ～   5 月３0日 
第２期     7月  １日 ～   7 月３1日 
第３期    １２月  １日 ～ １２月２５日 
第４期   翌年２月１日 ～  ２月末日 

固定資産税 
(１)納税義務者 
     左記に同じ 
 
(２)課税標準 
     左記に同じ 
 
(３)税 率 
     左記に同じ 
 
(４)免税点 
 
     左記に同じ 
 
(５)納 期 

第１期      ５月１６日 ～  ５月３１日 
第２期    ９月１６日 ～  ９月３０日 
第３期   １２月１６日 ～ １２月２５日 
第４期  翌年２月１６日 ～  ２月末日 

固定資産税 
(１)納税義務者 

左記に同じ 
 
(２)課税標準 

左記に同じ 
 
(３)税 率 

左記に同じ 
 
(４)免税点 
 

左記に同じ 
 
(５)納 期 

第１期    ６月１５日 ～  ６月３０日 
第２期    ７月 １日 ～  ７月３１日 
第３期    ８月 １日 ～  ８月３１日 
第４期    ９月 １日 ～  ９月３０日 
第５期    １０月 １日 ～ １０月３１日 
第６期    １１月 １日 ～ １１月３０日 
第７期    １２月 １日 ～ １２月２５日 
第８期   翌年１月 １日 ～  １月３１日 
第９期   翌年２月 １日 ～  ２月末日 
第10期   翌年３月 １日 ～  ３月３１日 

固定資産税 
(１)納税義務者 

左記に同じ 
 
(２)課税標準 

左記に同じ 
 
(３)税 率 

左記に同じ 
 
(４)免税点 
 

左記に同じ 
 

(５)納 期 
第１期    ６月１６日 ～  ６月３０日
第２期    ７月１６日 ～  ７月３１日
第３期    ８月１６日 ～  ８月３１日
第４期    ９月１６日 ～  ９月３０日
第５期   １０月１６日 ～ １０月３１日
第６期   １１月１６日 ～ １１月３０日
第７期   １２月１０日 ～ １２月２８日
第８期  翌年１月１６日 ～  １月３１日
第９期  翌年２月１６日 ～  ２月末日
第10期  翌年３月１６日 ～  ３月３１日

固定資産税 
(１)納税義務者 

左記に同じ 
 
(２)課税標準 

左記に同じ 
 
(３)税 率 

左記に同じ 
 
(４)免税点 
 

左記に同じ 
 

(５)納 期 
第１期    ４月 １日 ～  ４月３０日 
第２期    ７月 １日 ～  ７月３１日 
第３期    １２月 １日 ～ １２月２５日 
第４期    翌年２月１日 ～  ２月末日 

 

 
現行のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
納 期 

第１期   ４月 １日 ～  ４月３０日
第２期   ７月 １日 ～  ７月３１日
第３期   １２月 １日 ～ １２月２５日
第４期   翌年２月１日 ～  ２月末日
 

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 

都市計画税 
(１)納税義務者 
  固定資産税に同じ（紀ノ川以

南の地域を除く） 
 
(２)都市計画区域 
  都市計画法によりそれぞれの自
治体が都市計画区域として指定し
た地域 
 
(３)税 率 
         ０．２％ 
 
(４)納 期 
  固定資産税に同じ 
 
 

都市計画税 
(１)納税義務者 
  左記に同じ(鞆渕地区を除く) 
 
 
(２)都市計画区域 
     左記に同じ 
 
 
 
(３)税 率 
     左記に同じ 
 
(４)納 期 
     左記に同じ 
 
 

都市計画税 
(１)納税義務者 
  固定資産税に同じ 
 
 
(２)都市計画区域 

左記に同じ 
 
 
 
(３)税 率 

左記に同じ 
 
(４)納 期 

左記に同じ 
 

 

都市計画税 
(１)納税義務者 
  課税していない 
 
 
(２)都市計画区域 
     左記に同じ 
 
 
 
(３)税 率 
課税していない 

 
(４)納 期 
課税していない 

 
 

都市計画税 
(１)納税義務者 

左記に同じ 
 

(２)都市計画区域 
左記に同じ 

 
 
 
(３)税 率 

左記に同じ 
 
(４)納 期 

左記に同じ 
 

 

 
現行のとおりとする。 

 
 ただし、合併特例法第１０
条第１項により、合併の日の
属する年度及びこれに続く３
年度間に限り、現在の桃山町
及び貴志川町については課税
免除するものとする。  
 納期については、固定資産
税の納期の例による。 

 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目  地方税の取扱い 関 係 項 目  軽自動車税 調 整 課 

調整方針（案） 

（１） 税率については、現行のとおりとする。 

（２） 納期については、課税客体の把握に要する事務処理期間を考慮し、５月１１日から５月３１日とする。 

（３） 標識については、合併後新市による標識を交付することとし、合併期日前日までに各町で交付された標識は廃車申告を行うまでは有効とする。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況 

町名 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
調整の具体的内容 

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 

軽自動車税 
(１)納税義務者 
  ４月１日現在、原動機付自転
車、軽自動車、小型特殊自動車、及
び２輪の小型自動車の所有者 
 
(２)税 率 

 
(３)賦課期日 
      ４月１日 
 
(４)納 期 
  ５月１１日 ～ 同月３１日 
 
(５)身体障害者等に対する減免 
身体障害者等が所有する軽自動
車等で当該身体障害者、当該身体
障害者若しくは精神障害者のため
に当該身体障害者と生計を一にす
るもの又は、当該身体障害者等を
常時介護するものが運転するもの
１台。 
 

区分 種  別 税 額 

５０㏄以下 1,000 円 

 ９０㏄以下 1,200 円 

１２５㏄以下 1,600 円 

原 
動 
機 
付 
自 
転 
車 ミニカー 2,500 円 

２輪 2,400 円 

３輪 3,100 円 

乗
用 

営業用 
自家用 

   5,500 円 
   7,200 円 

軽 

自 

動 

車 

４
輪
以
上 

貨
物 

営業用 
自家用 

   3,000 円 
   4,000 円 

農耕作業用 1,600 円 小型 

特殊 その他 4,700 円 

２輪の小型自動車 4,000 円 

軽自動車税 
(１)納税義務者 
   

左記に同じ 
 
 
(２)税 率 
 
 
 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(３)賦課期日 
      左記に同じ 
 
(４)納 期 
  ４月１６日 ～ 同月３０日 
 
(５)身体障害者等に対する減免 
 

左記に同じ 

軽自動車税 
(１)納税義務者 
 

左記に同じ 
 
 
(２)税 率 
 
 
 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(３)賦課期日 

左記に同じ 
 
(４)納 期 
   ５月１日 ～ 同月３１日 
 
(５)身体障害者等に対する減免 
 

左記に同じ 

軽自動車税 
(１)納税義務者 
 

左記に同じ 
 
 
(２)税 率 
 
 
 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(３)賦課期日 

左記に同じ 
 
(４)納 期 
   ４月１日 ～ 同月３０日 
 
(５)身体障害者等に対する減免 
 

左記に同じ 

軽自動車税 
(１)納税義務者 
 

左記に同じ 
 
 
(２)税 率 
 
 
 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(３)賦課期日 

左記に同じ 
 
(４)納 期 
  ４月１５日 ～ 同月３０日 
 
(５)身体障害者等に対する減免 
 

左記に同じ 

 
現行のとおりとする。 
 
 
（納 期） 
 ５月１１日～５月３１日 
 

 

 

 

 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目  地方税の取扱い 関 係 項 目  たばこ税、特別土地保有税、入湯税 調 整 課 

調整方針（案） 

(１） たばこ税については、現行のとおりとする。 

(２） 特別土地保有税については、現行のとおりとする。 

(３)  入湯税については、打田町の例による。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況 

町名 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
調整の具体的内容 

 
町たばこ税 
(１)納税義務者 
  製造たばこの製造者、特定販
売業者又は卸売販売業者 

 
(２)税 率 
  ①旧３級品除く  

1,000 本につき 2,977 円 
  ②旧３級品 

1,000 本につき 1,412 円 
 

 
町たばこ税 
(１)納税義務者 

左記に同じ 
 
 
(２)税 率 

左記に同じ  
 

 
町たばこ税 
(１)納税義務者 

左記に同じ 
 
 
(２)税 率 

左記に同じ 
 

 
町たばこ税 
(１)納税義務者 

左記に同じ 
 
 
(２)税 率 

左記に同じ 
 

 
町たばこ税 
(１)納税義務者 

左記に同じ 
 
 
(２)税 率 

左記に同じ 
 

 
 
現行のとおりとする。 

 

 
特別土地保有税 
(１)納税義務者 
  土地の取得に対し、当該土地
の所有者又は取得者 

 
(２)課税標準 
  土地の取得価格 
 
(３)税 率 
  保有分  １００分の１．４ 
  取得分  １００分の３．０ 
 
(４)免税点 

都市計画区域を有する町の
区域 5,000 ㎡未満 

 

 
特別土地保有税 
(１)納税義務者 

左記に同じ 
 
 
(２)課税標準 

左記に同じ 
 
(３)税 率 

左記に同じ 
 
 
(４)免税点 

左記に同じ 
 

 

 
特別土地保有税 
(１)納税義務者 

左記に同じ 
 
 
(２)課税標準 

左記に同じ 
 
(３)税 率 

左記に同じ 
 
 
(４)免税点 

左記に同じ 
 

 
 

 
特別土地保有税 
(１)納税義務者 

左記に同じ 
 
 
(２)課税標準 

左記に同じ 
 
(３)税 率 

左記に同じ 
 
 
(４)免税点 

左記に同じ 
 
 

 
特別土地保有税 
(１)納税義務者 

左記に同じ 
 
 
(２)課税標準 

左記に同じ 
 
(３)税 率 

左記に同じ 
 
 
(４)免税点 

左記に同じ 
 

 

 
 

現行のとおりとする。 
 

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 

 
入湯税 
（１）納税義務者 
    入湯客 
 
(２) 税 率 
    入湯客一人一日１５０円 

 

 

 
入湯税 
該当なし 

 
入湯税 
該当なし 

 
入湯税 
該当なし 

 
入湯税 
該当なし 

 
 
 打田町の例による。 
 

 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目 地方税の取扱い 関 係 項 目 納税関係 調 整 課 

調整方針（案） 

（１）納期前納付に対する報奨金については、現行のとおり固定資産税及び普通徴収による個人住民税を対象として、新市においても引き続き実施する。 

なお、報奨率は１００分の１とし、第１期納期の納期限までに、全期分を一括して納付したものに限り交付するものとする。 

（２）納税組合は、合併時に廃止する。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況     

町名 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
調整の具体的内容 

 
前納報奨金（個人町民税、固定資産税） 
 
 
当該納期の後の納期に係る納付
額に相当する金額の税金を納付し
た場合においては、第１期の納期
内に全納した場合に限り、納期前
に納付した税額の 100 分の 1 に、
納期前に係る月数（１月未満の端
数がある場合においては１４日以
下は切り捨て、１５日以上は１月
とする。）を乗じて得た額の報奨
金を交付する。 
 

 
前納報奨金（個人町民税、固定資産税） 
 
 
 納期前に納付した税額に 1,000 分
の 3 を乗じて得た額に、納期前に係
る月数（1 月未満の端数がある場合
においては、14 日以下は切り捨て、
15 日以上は 1 月とする。）を乗じて
得た額の報奨金を交付する。 

 
前納報奨金（個人町民税、固定資産
税） 
 
納期前に納付した税額の 100 分の
1 に、納期前に係る月数（１月に満
たない日数が１４日以下は切り捨
て、１５日以上は１月とする。）を
乗じて得た額の報奨金を交付する。
 

 
前納報奨金（個人町民税、固定資産
税） 
 
納期前に納付した税額の 100 分の
1 に、納期前に係る月数（１月未満
の端数がある場合においては１４日
以下は切り捨て、１５日以上は１月
とする。）を乗じて得た額の報奨金
を交付する。 
 

 
前納報奨金（個人町民税、固定資産
税） 
 
当該納期の後の納期に係る納付
額に相当する金額の税金を納付し
た場合においては、第１期の納期
内に全納した場合に限り、下記に
より報奨金を交付する。 
 
個人の町民税については、 
第２期の税額に１００分の１を 
第３期の税額に１００分の３を
第４期の税額に１００分の６を
乗じて得た額の合計額を報奨金
として交付する。 
 
固定資産税については、 
第２期の税額に１００分の２を 
第３期の税額に１００分の７を
第４期の税額に１００分の９を
乗じて得た額の合計額を報奨金
として交付する。 
 

 
前納報奨金（個人町民税、
固定資産税） 
 
前納報奨金制度は、
新市においても実施す
る。 
報奨率は、100 分の 1 
とし、第１期納期の納

期限までに、全期分を

一括して納付したもの

に限り交付するものと

する。 
 

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 

 
納税組合 
  
打田町税納付報償規程が、平成
１６年５月３１日に失効すること
により廃止。 

 
納税組合 
  
平成１５年度から廃止。 

 
納税組合 
  
平成１５年度から廃止。 

 
納税組合 
 
納税組合の組織及び町税納付取扱規
程に基づく 組合数 １３５組合 
 

 
納税組合 
  
平成１５年度から廃止。 

 
納税組合 
 
納税組合は、合併時
に廃止する。 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



協議第１２号  
 
 
 

特別職員の身分の取扱いについて  
                 
 
  特別職員の身分の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出す
る。  
 
 
      平成１６年５月２８日提出  
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

記    
                                                                           
協 定 項 目  特別職員の身分の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  総務財政部会  
事  務  局  総務課  

調整方針（案）  

（１）常勤の特別職（教育長を含む）の職員及び行政委員会等の

委員の身分の取り扱いについては、法に特例の定めがある場

合はその規定を適用し、規定のない場合は５町の長が協議し

て定める。給与及び報酬は、現行額・類似団体等の額を参考

に調整する。 
（２）新市の職務執行者については、５町の長が別に協議して定

める。 
（３）審議会・委員会等の附属機関等は、次のとおり取り扱うも

のとする。 
① 現に５町に設置されていて、新市において引き続き設置

する必要があるものは、原則として統合する。 
② いずれかの町に設置されているが５町すべてに設置され

ていないものは、新市において速やかに調整する。 
  ③ 人数・任期・報酬等は、現行制度及び類似団体等の制度

を参考に調整する。 
（４）その他の特別職で新市において引き続き設置する必要のあ

るものは、現行の任期・報酬額をもとに調整し、新市におい

て新たに設置する。 
 

平成１６年  月  日 確認  



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 
協 定 項 目 特別職等の身分の取扱い 関 係 項 目 特別職等の身分の取扱い 総 務 課 

調整方針（案） 

（１）常勤の特別職（教育長を含む）の職員及び行政委員会等の委員の身分の取り扱いについては、法に特例の定めがある場合はその規定を適用し、規定のない場合は５町の長が協議して定める。給与は、現行

給与額・類似団体等の給与額を参考に調整する。 
（２）新市の職務執行者については、５町の長が別に協議して定める。 
（３）審議会・委員会等の附属機関等は、次のとおり取り扱うものとする。 
  ① 現に５町に設置されていて、新市において引き続き設置する必要があるものは、原則として統合する。 
  ② いずれかの町に設置されているが５町すべてに設置されていないものは、新市において速やかに調整する。 
  ③ 人数・任期・報酬等は、現行制度及び類似団体等の制度を参考に調整する。 
（４）その他の特別職で新市において引き続き設置する必要のあるものは、現行の任期・報酬額をもとに調整し、新市において新たに設置する。 

 
那  賀  ５  町  の  状  況 

町名 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 確認の具体的内容 
１．常勤の特別職 
 町長、助役、収入役、教育長 
 

１．常勤の特別職 
 町長、助役、収入役、教育長 
 

１．常勤の特別職 
 町長、助役、収入役、教育長 
 

１．常勤の特別職 
 町長、助役、収入役、教育長 
 

１．常勤の特別職 
 町長、助役、収入役、教育長 
 

 

２．議会議員 
 

２．議会議員 
 

２．議会議員 
 

２．議会議員 
 

２．議会議員 
 

 

３．行政委員会 ３．行政委員会 ３．行政委員会 ３．行政委員会 ３．行政委員会 
教育委員会  教育委員会  教育委員会  教育委員会  教育委員会 
 選挙管理委員会  選挙管理委員会  選挙管理委員会  選挙管理委員会  選挙管理委員会 
 ※農業委員会  ※農業委員会  ※農業委員会  ※農業委員会 ※農業委員会 
 固定資産評価審査委員会  固定資産評価審査委員会  固定資産評価審査委員会  固定資産評価審査委員会  固定資産評価審査委員会 
 監査委員  監査委員  監査委員  監査委員  監査委員 
 公平委員会  公平委員会  公平委員会 公平委員会 公平委員会 

 

４．審議会・委員会等の附属機関 ４．審議会・委員会等の附属機関 ４．審議会・委員会等の附属機関 ４．審議会・委員会等の附属機関 ４．審議会・委員会等の附属機関 
長期総合計画策定審議会 計画審議会 総合計画審議会 長期総合計画審議会  長期総合計画審議会 
特別職報酬等審議会 特別職報酬等審議会 特別職報酬等審議会 特別職報酬等審議会  特別職報酬等審議会 
都市計画審議会 都市計画審議会 都市計画審議会 都市計画審議会 都市計画審議会 
防災会議 防災会議 防災会議 防災会議 防災会議 
 交通安全対策会議 交通安全対策会議 交通安全対策会議 交通安全対策会議 交通安全対策会議 
消防委員会 消防委員会 消防委員会 消防委員会  消防委員会 
青少年問題協議会 青少年問題協議会 青少年問題協議会  青少年問題協議会 
農業振興協議会    農業構造改善事業協議会   

    建設審議会  
 文化財審議会    
    生活安全推進協議会 
     個人情報保護審議会 
    

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 情報公開審査会 

 

５．その他機関 ５．その他機関 ５．その他機関 ５．その他機関 ５．その他機関 
 国民健康保険運営協議会  国民健康保険運営協議会  国民健康保険運営協議会  国民健康保険運営協議会  国民健康保険運営協議会 
 保健衛生事故調査会  保健衛生事故調査会  保健衛生事故調査会 保健衛生事故調査会  保健衛生事故調査会 
 就学指導委員会 適正就学指導委員会  心身障害児適正就学指導委員会  適正就学指導委員会  適正就学指導委員会 
 情報公開審査会 情報公開審査会 情報公開審査会 情報公開審査会   
 職員賞罰審査委員会    職員賞罰審査委員会  職員賞罰委員会  職員賞罰審査委員会 
 交通指導員等賞じゅつ金審査委員会 交通指導員等賞じゅつ金審査委員会    
消防賞じゅつ金等審査委員会 消防賞じゅつ金等審査委員会  賞じゅつ金等審査委員会  消防賞じゅつ金等審査委員会 
 生活安全推進協議会   生活安全推進協議会  生活安全推進協議会 
 老人ホーム入所判定委員会  老人ホーム入所判定委員会 老人ホーム入所判定委員会  老人ホーム入所判定委員会 

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 

 差別事件処理委員会   人権委員会  人権推進委員会  人権推進検討委員会 

 



  
  

  人権侵害調査委員会 
 人権啓発推進協議会 

  
 

  
 

  いきいき粉河 21プラン策定委員会    健やかきしがわ 21計画策定委員会 
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 
 

 

情報システム推進委員会 
 
 
 

 地域インターネット情報通信シス
テム整備事業調整委員会 
 地域イントラネット基盤整備事業
調整委員会 

宅地造成事業等審議会 
 

宅地等造成事業対策審議会 
 

 
 

開発計画審議会 
 

宅地開発指導事項審査会 
宅地開発事前審査会 

 
 
 

土地埋め立て等審議会 
  
公害防止対策審議会 

 
廃棄物不法投棄防止検討委員会 
環境問題審議委員会 

 
 
環境保全推進委員会 

土地の埋立て等規制委員会 
廃棄物不法投棄防止対策委員会 
  

 
 

公正入札調査委員会 
建設工事等請負業者選定審査会 

 
 

入札審議会 
建設工事等暴力団排除対策委員会 

  
  

農業構造改善センター運営委員会 
農業振興地域整備促進協議会 

 
 

 
 

 
農業振興地域整備促進協議会 

農業振興協議会 
 ほ場整備推進委員会 

小売商業調整協議会 
 

 
 

 
 

 
 

小売商業調整協議会 
大規模小売店舗立地連絡協議会 

 
 

 
 

健康づくり推進協議会 
 

地域保健対策推進協議会 
都市マスタープラン策定委員会 

 健康づくり推進協議会 
都市マスタープラン策定委員会 

   行財政問題研究委員会 行政改革推進協議会  
教育集会所事業運営委員会 
古和田会館及び井阪文化会館運営
審議会 

介護保険運営協議会 
建設工事等請負業者選定審査会 
公正入札調 

 障害者施策推進協議会 
同和対策事業推進委員会 
 同和教育推進審議委員会 
 子ども会運営委員会 
  

市町村合併研究会 
 市町村合併懇話会 
 人材育成基金の活用に係る選考委
員会 
 幼稚園・保育所整備統合委員会 
 地籍調査推進委員会 
災害処理委員会 
幼稚園教育推進連絡協議会 
公民館運営審議会 
隣保館運営審議会 
職員研修委員会 
水道運営審議会 

企画調整促進委員会 
 法令審査委員会 
ふるさと運動推進協議会 
明るい選挙推進協議会 
収納対策委員会 
幼児教育振興協議会 
地域教育力活性化・体験活動推進
協議会 
 生涯学習センター管理運営委員会 
 地域ぐるみの子育て連絡協議会 
 差別事件処理委員会 
母子保健計画策定委員会 
まちづくり推進委員会 
まちづくり事業検討委員会 
下水道整備推進委員会 
公共下水道事業実施自治区整備推
進協力委員会 

 

６．その他の特別職 ６．その他の特別職 ６．その他の特別職 ６．その他の特別職 ６．その他の特別職 
 消防団員  消防団員  消防団員  消防団員  消防団員 
 社会教育委員 社会教育委員  社会教育委員  社会教育委員  社会教育委員 
 社会教育指導員 社会教育指導員    社会教育指導員 
 体育指導委員 体育指導員 社会体育指導員 体育指導委員 

社会教育指導員 
 体育指導委員 

 文化財保護委員 文化財保護委員  文化財保護委員  文化財保護委員  文化財保護委員 
社会同和教育指導員   社会同和教育指導員  社会同和教育指導員   
 交通指導員 交通指導員 交通指導員 交通指導員  交通指導員 
 心の教室相談員      
 教育相談員   教育相談員 教育相談員 
公民館 公民館 公民館 公民館  公民館 

 

    青少年育成推進員 青少年健全育成推進指導員  
   隣保館長   
      隣保館指導員
     町税徴収嘱託員
     学校教育指導員
    

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 人権推進指導員 

 



協議第１３号  
 
 
 
 

条例・規則等の取扱いについて  
                 
 
 
  条例・規則等の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出する。  
 
 
 
 
      平成１６年５月２８日提出  
 
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 
 
 

記  
 
      
                                                                           

協 定 項 目  条例・規則等の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  総務財政部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

条例、規則等の制定にあたっては、合併協議会で協議、

確認された各種事業の調整内容に基づき、次の区分によ

り整備する。 
（１）合併と同時に市長職務執行者の専決処分等によ

り、即時制定し、施行するもの 
（２）一定の地域に暫定的に施行するもの 
（３）合併後に逐次制定し、施行するもの 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目 条例、規則等の取扱い 関 係 項 目 新市における条例、規則等の整備について 調 整 課 

調整方針（案） 

条例、規則等の制定にあたっては、合併協議会で協議、確認された各種事業の調整内容に基づき、次の区分により整備する。 
 
（１）合併と同時に市長職務執行者の専決処分等により、即時制定し、施行するもの 

（２）一定の地域に暫定的に施行するもの 

（３）合併後に逐次制定し、施行するもの 

 

那  賀  ５  町  の  状  況 調 整 の 具 体 的 内 容 

 

 例規集に登載されている条例等 
 

区 分 打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 

条 例 １５０件    １７０件 １４８件 １５３件 １１９件

規 則 １１１件 １１９件 １０４件 １４８件 １０１件

規 程 ４１件 ５４件 ３６件 ４１件 ２４件

要 綱 ６４件 ７９件 ３９件 １４１件 １０２件

その他 ４９件 ８件 ３４件 ５４件 ８１件

合 計 ４１５件 ４３０件 ３６１件 ５３７件 ４２７件

 
                                        （平成１６年 ４月 １日現在） 

 

 

 

【 参 考 】 

条  例 
地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、公共事業、団体委任事務及び行政に

ついて、条例を制定することができる。（自治法第１４条第 1項） 

規  則 
地方公共団体の長等が定めるもの（自治法第１５条第１項、同法第 138 条の４第 2 項）

で、条例の委任を受け、又は条例を執行するために定める。 

規  程 

法律、条令、規則等の範囲内で定められ、法規的色彩は原則として有せず、組織上の細

目や事務処理手続き、その他事務処理上必要な事項を定める場合が多い。（例：庶務規

程、服務規程、文書取扱規程）  

要  綱 法律、条令等の規定に基づかない行政機関の内部規定 
 

 
 合併と同時に、打田町、粉河町、那賀町、桃山町、及び貴志川町の法人格が消滅するた

め、５町の条例、規則等は全て失効することになる。 

 そのため、新市において新たに条例、規則等を制定し施行する必要があり、その取扱い

については、合併協議会で協議、確認された各種事務事業の調整内容に基づき、次の区分

により調整するものとする。 

 

制定施行の区分 

 

(１) 合併と同時に市長職務執行者の専決処分等により、即時制定し施行するもの。 

 

① 条例 

市長職務執行者（地方自治法施行令第１条の２）の専決処分（地方自治法第 179 条第

１項）により制定し施行する 

 

② 規則等 

制定権者（新市の市長職務執行者等）の職権により制定し施行する（地方自治法第１

５条第１項） 

 

(２) 合併後、一定の地域に暫定的に施行するもの。 

新市の条例、規則が定められる間での暫定措置として、従来のその地域（旧市町村

域）に施行されていた条例、規則を新市の条例、規則として引き続き施行させる。

（地方自治法施行令第３条） 

 

(３) 合併後、逐次制定し施行するもの。 

 

① 新市の市長職務執行者の専決処分になじまないもの 

 

 ② 新市発足時には必要ないが逐次制定しなくてはならないもの 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



 

例   規   の   区   分 関  係  法  令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合併と同時に市長職務代理者の専決処分により、即時制

定し施行させる条例（地方自治法施行令第１条の２）（地方自

治法第１７９条第１項） 
 
○法令により必ず制定が必要なものや市制施行上空白が許され

ない事務事業に関するものなど 

【例】市役所の位置を定める条例、部設置条例、事務分掌条

例、特別会計条例、保育所位置及び管理条例、医療費の助成に

関する条例、使用料条例、手数料条例、市税条例、国民健康保

険条例、報酬及び費用弁償条例等 

 

 合併と同時に制定権者（市長職務執行者等）の職権によ

り即時制定し施行させる規則等（地方自治法施行令第１５条

第１項等） 
 
○法令により必ず制定が必要なものや市制施行上空白が許され

ない事務事業に関するものなど 

【例】各種条例施行規則、各種行政委員会の規則等 

 

 

 合併後、一定の地域に暫定的に施行させる条例、規則等 

（地方自治法施行令第３条） 

 

○新市の条例、規則が定められるまで間の暫定措置として、従

来その地域（旧市町村域）に施行されていた条例、規則を新市

の条例、規則として引き続き施行するもの 

 

 

 合併後、逐次制定し施行させる条例、規則等 
 

○市長職務執行者の専決処分になじまないもの 

 （議案提出権が市長にないもの） 

【例】議会委員会条例等 

 

○新市発足当時には必要ないが、合併後、市長等の判断により

逐次制定しなければならないもの 

【例】名誉市民条例、表彰条例、各種行政委員会の規則等 

 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 
 
（条例） 
第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２
項の事務に関し、条例を制定することができる。 
２～３（省略） 

 
（規則） 
第１５条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その
権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 
２（省略） 
 
第２条 
１（省略） 
２ 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこ
れに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 
３～１７（省略） 
 
（長の専決処分） 
第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第１１３条但書の
場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長
において議会を招集する暇がないと認めるとき、又は議会において議決す
べき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決す
べき事件を処分することができる。 
２ 議決の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 
３ 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会
議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 
 
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 
 
第１条の２ 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、従来当該普通
地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であ
つた者（地方自治法第152条又は第252条の17の８第１項の規定によりその
職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者であつた者を含む。）のうち
からその協議により定めた者が、当該普通地方公共団体の長が選挙される
までの間、その職務を行う。 
２～３（省略） 
 
第３条 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、第１条の２の規
定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき
条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例
又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則として当該地域に引き続
き施行することができる。 
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協議第１４号  
 
 
 
 

使用料・手数料等の取扱いについて  
                 
 
 
  使用料・手数料等の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出
する。  
 
 
 
 
      平成１６年５月２８日提出  
 
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 
 
 

記  
 
      
                                                                           

協 定 項 目  使用料・手数料等の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会   
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）使用料については、原則として当分の間現行どお

りとするが、施設ごとの均衡を考慮し、随時調整を

行うものとする。 
（２）手数料については、合併時に統一する。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目 使用料・手数料等の取り扱い 関 係 項 目 使用料 調 整 課 

調整方針（案） 使用料については、原則として当分の間現行どおりとするが、施設ごとの均衡を考慮し、随時調整を行うものとする。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況  （単位：円） 
 項    目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 

調整の具体的内容

福祉施設関係 

打田町保健福祉センター 
別紙のとおり 

東国分老人憩いの家（長寿園） 
町内在住 
 会議室（昼間） １，０００ 
    （夜間） １，５００ 
 畳の間一室（昼間） ３００ 
      （夜間） ５００ 
 町外在住 
会議室（昼間） １，５００ 
    （夜間） ２，０００ 
 畳の間一室（昼間） ５００ 
      （夜間）  ７００ 
 入浴  一人につき  ２０ 
※満６５歳以上の老人で町内に
住所を有するものが利用する場
合は無料 

老人憩いの家（ともぶち壮） 
和室（大広間）    
９時～１２時 １,８３０ 
１２時～１７時  ２,２４０ 
 １日       ４,０８０ 

 和室（８・６帖） 
９時～１２時   ８３０ 
１２時～１７時  ２,２４０ 
 １日     ４,０８０ 

 

那賀町保健福祉センター 
別紙のとおり

 

那賀町総合センター 
別紙のとおり

 
那賀町老人憩いの家 
 
那賀町老人憩いの家設置及び管理
に関する条例の第７条・第８条に
基づく。 

桃山町保健福祉センター 

別紙のとおり 
 
桃山町介護予防拠点施設 

別紙のとおり 
 

貴志川町保健福祉センター 
 
事業目的のみ使用のため、使用
料は徴収していない。 

 

町営墓地関係 

町営墓地 

埋葬料 

寝棺及び坐棺 ３，７００ 

ただし、乳幼児は半額 

遺骨     １，２００ 

矢倉墓地・小坂墓地 
別紙のとおり

那賀第１墓地 １区画 
  １等地       ５,０００ 
  ２等地       ３,０００ 
  ３等地       １,５００ 
那賀第２墓地 １区画 

 ８０,０００ 
王子第１墓地 １区画 

 ８０,０００ 

  

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 
 

火葬場関係 

町内 
     １体   ２０,０００ 
    学童未満 １０,０００ 
  
町外取扱い無し 
 
 
祭壇使用料 
 祭壇使用１回  

 １０,０００ 
新祭壇使用１回 

 ５０,０００ 
 
霊柩自動車使用料 別紙のとおり 

町内 
  一般   １体１５,０００ 
  ６歳未満 １体  ７,０００ 
  汚物焼却 １個  ４,０００ 
町外 
  一般    １体５０,０００ 
  ６歳未満 １体３０,０００ 
  汚物焼却 １個１０,０００ 

町内 
１２歳以上 １体 ３０,０００ 
１２歳未満 １体 ２０,０００ 
４箇月以上の死胎 
      １体 １０,０００ 
４箇月未満の死胎 
      １体   ５,０００ 
その他    １件   ５,０００ 
和室     １室   ５,０００ 
霊安室    １日   ５,０００ 
町外 
１２歳以上 １体 ６０,０００ 
１２歳未満 １体 ４０,０００ 
４箇月以上の死胎 
      １体 ２０,０００ 
４箇月未満の死胎 
      １体 １０,０００ 
その他   １件 １０,０００ 
和室    １室 １０,０００ 
霊安室   １日 １０,０００ 
 
 

町内 
６歳未満  １体 ３０,０００ 
６歳以上  １体 ４０,０００ 
  
町外取扱い無し 

（五色台広域施設組合） 
管内 
１２才以上 １体 ２０,０００ 
１２才未満 １体 １０,０００ 
１６週以上の胎児  １０,０００ 
１６週未満の胎児    ５,０００ 
その他   １件  ５,０００ 
  
管外 
１２才以上 １体 ５０,０００ 
１２才未満 １体 ２５,０００ 
１６週以上の胎児  ２５,０００ 
１６週未満の胎児  １２,５００ 
その他   １件 １２,５００ 
  
 

環境衛生部会で調
整する 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



那  賀  ５  町  の  状  況  （単位：円） 調整の具体的内容

 項    目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町  

駐車場関係 

 観光自動車駐車場（大門橋駐車
場） 
大型観光自動車 １回  １,５００
普通観光自動車 １回   ７００
普通自動車   １回     ５００
 
粉河町営第１・２駐車場 
      １区画 ５，０００
 
粉河町自転車駐車場      無料 

   

公営住宅関係 

公営改良住宅家賃 

  月額    １５，０００ 

 

公営改良住宅駐車場 

  一区画 月額  ２,０００ 

 

 

公営住宅家賃 
  毎年度、認定された収入
（公営住宅法施行令第１条第
３号、以下「令」という。）
に基づき、近傍同種の住宅の
家賃以下で令第２条に規定す
る方法により算出した額。 
 
 
公営住宅駐車場 
  一区画 月額   ２,０４０ 
 
 

公営住宅家賃 
  毎年度、認定された収入
（公営住宅法施行令第１条第
３号、以下「令」という。）
に基づき、近傍同種の住宅の
家賃以下で令第２条に規定す
る方法により算出した額。 
 
家賃等の減免又は徴収猶予 
  那賀町公営住宅管理条例施行
規則第１８条第４号の規定によ
り、家賃の減免は平成１０年か
ら平成１８年まで９年間の負担
調整を行う。 

公営住宅家賃 
  毎年度、認定された収入
（公営住宅法施行令第１条第
３号、以下「令」という。）
に基づき、近傍同種の住宅の
家賃以下で令第２条に規定す
る方法により算出した額。 

 

公民館施設等 

公民館使用料   別紙のとおり 
 
打田町古和田会館使用料  
和室・料理室・ 
会議室・憩いの家  

 全日  ３,０００ 
    日又は夜間  ２,０００ 
その他の部屋 

 全日  １,５００ 
    日又は夜間  １,０００ 
 
打田町井阪文化会館使用料  
和室・料理室 

 全日  ３,０００ 
    日又は夜間  ２,０００ 
その他の部屋 

 全日  １,５００ 
    日又は夜間  １,０００ 

公民館使用料   別紙のとおり 公民館使用料     
町内居住者 昼間  １,０５０ 
       夜間  １,２６０ 
町内居住者 昼間  １,２６０ 
      夜間   １,４７０ 

公民館使用料  昼間 ５,２５０ 
           夜間 ７,３５０ 
 
桃山町調月区民  別紙のとおり 
会館使用料 
 
桃山町調月北部高島    〃 

集会所使用料 
 
桃山町調月東部集会所   〃 

使用料 
 
桃山町立調月北部集会所  〃 

使用料 
 
総合センター桃山会館   〃 

使用料 
 
桃山町ふれあいコミュ   〃 

ニティセンター使用料    
 
桃山町就業改善センター  〃 

 

貴志川町    別紙のとおり 
コミュニティセンター  

 

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 
 

体育施設等 

打田町社会体育施設使用料 
打田町町民体育館  別紙のとおり 
 
打田町若もの広場 
（多目的グランド）  〃   
（テニスコート）   〃 
（ゲートボール場）  〃 
 

粉河町体育館使用料 
別紙のとおり

社会体育施設夜間照明施設  〃
 
粉河町武道館使用料     〃
 
 
 

那賀町社会体育施設夜間 
照明使用料 
 町内居住者 １回 ２,１００ 
 町外居住者 １回 ５,２５０ 
 
 

桃山町民体育館    別紙のとおり 
使用料 
 
桃山町民グランド      〃 
 
桃山勤労者体育センター   〃 
 
 

貴志川町社会体育施設夜間照明 

使用料 町 内   ２,０６０ 

    町 外   ５,１５０ 
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那  賀  ５  町  の  状  況  （単位：円） 調整の具体的内容

 項    目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町  

体育施設等 

打田町スポーツ  別紙のとおり 
公園   
紀の川総合グランド 
（紀の川グランド）  〃   
（ゲートボール場）  〃 
 
打田町町民プール使用料 〃  

粉河町民運動場   別紙のとおり
使用料 
 
粉河町町民プール使用料  〃 

那賀町町民体育館  別紙のとおり
使用料   
 
那賀町若もの広場 別紙のとおり
使用料  
 
那賀町 B&G 海洋センター   〃 
（町民プール）使用料 

桃山町調月    別紙のとおり 
ゲートボール場  
 
奥安楽川広場施設     〃 
 

体育施設      別紙のとおり 

貴志川町民体育館 

(貴志川勤労者体育センター) 

貴志川スポーツ公園 

長山ふれあい公園 

    丸栖北広場       

 

学校施設等 
打田町学校施設使用料 
          別紙のとおり 

粉河町学校設備使用料 
別紙のとおり

 

 桃山町学校施設使用料 
 屋内運動場 昼間 ５,２５０ 
          ７,３５０ 

貴志川町立学校等 別紙のとおり
目的外使用 

 

社会教育施設 
打田町教育集会所 
 町内住居者 １日 ５,２５０ 
 町外住居者 １日１０,５００ 

粉河ふるさと    別紙のとおり
センター使用料 

那賀町教育    別紙のとおり 
集会所使用料  

 貴志川町生涯学習 別紙のとおり
センター   

 

農業振興施設 

 粉河町農村総合環境整備 
改善センター 
保健室（会議室）１回 １,５７０
     超過１時間     ５２０
農事研究室、婦人室、老人室、 
生活改善実習室 １回 ２,１００
    超過１時間        ７３０
多目的ホール  １回昼 ３,１５０

１回夜 ４,２００
粉河町農村婦人の家 
 大広間   １回  ３,１５０
   超過１時間   １,０５０
 小会議室   １回  １,０５０
    超過１時間      ３１０
 農産加工室 １回  ２,１００
   超過１時間      ７３０
 
粉河町自然休養村管理センター 
 観光農業経営研究室 

１回   １,５７０
   超過１時間       ５２０
 営農研修室、青年・婦人・老人
研修室      １回  １,８９０
   超過１時間      ６３０
 研修室（小） １回  ２,５２０
   超過１時間    ８４０
 研修室（大） １回  ４,７２０
   超過１時間   １,５７０
 その他施設  １日 １５,７５０
 

那賀町農業構造改善センター 
町内居住者  昼間     ５００ 
        夜間     ６００ 
町外居住者   昼間  １,０００ 
        夜間  １,２００ 

桃山町段地区総合 別紙のとおり 

営農指導センター 
 
桃山町善田地区       〃 

総合営農指導センター 
 
安楽川南部地域ブランド  〃 

定着施設 
 
桃山町百合集落センター  〃 
 
桃山町段新田集落センター 〃 
 
桃山町鷹巣尾集落センター 〃 
 
桃山町細野生活改善センター 〃 
 
桃山町転作促進研修指導  〃 
施設使用料 

   

町 
 
 
 
別 
 
 
 
内 
 
 
 
容 

観光施設 

 ハイランドパーク粉河 
研修室９時～１２時   ９００ 
   １３時～１７時 １,２００ 
    ９時～１７時 ２,１００ 
展望台  大人     ２００ 
     小人     １００ 
 

青洲の里入館料（春林軒、展示
室） 
 個人  一般       ６００ 
     小・中学生    ３００ 
団体(15 名以上) 一般 ５００ 

    小・中学生    ２５０ 
 
 
 
 
 

細野渓流キャンプ場 別紙のとおり   

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



那  賀  ５  町  の  状  況  （単位：円） 調整の具体的内容

 項    目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町  

観光施設 

 野外ステージ 
   ９時～１２時  ６,０００ 
  １３時～１７時 ８,０００ 
  ９時～１７時 １４,０００
ターゲットバードゴルフ場  
 平日、土日祝日  １,０００
ゲートボール場 
  平日９時～１２時 ２,０００ 
   １２時～１７時 ３,０００ 
    ９時～１７時  ５,０００ 
土日祝日 
   ９時～１２時  ３,０００ 
  １２時～１７時 ４,０００ 
    ９時～１７時 ７,０００ 
キャンプ場  大人      ２００
    小人     １００

山小屋１０時～４時 １,０００ 
  ４時～翌１０時 ２,０００ 
ヘリポート 

離着陸１回  １０,０００ 
    終日使用    ３０,０００ 

    

町 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
容 

占有料 道路占有料   別紙のとおり 道路占有料   別紙のとおり 道路占有料   別紙のとおり 道路占有料   別紙のとおり 道路占有料   別紙のとおり  
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那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目 使用料・手数料等の取り扱い 関 係 項 目 手数料（交付手数料、証明料等） 調 整 課 

調整方針（案） 手数料については、合併時に統一する。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況  （単位：円） 
 項     目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 

調整の具体的内容 

戸籍全部個人事項証明手数料 
（戸籍謄抄本交付手数料） 

１通４５０  １件４５０ １通４５０ １通４５０  １通４５０ 

除籍全部個人事項証明手数料 
（除籍謄抄本交付手数料） 

１通７５０  １件７５０ １通７５０ １通７５０  １通７５０ 

戸籍一部事項証明手数料 
（戸籍記載事項証明手数料） 

１件３５０  １件３５０ １件３５０ １件３５０  １件３５０ 

除籍一部事項証明手数料 
（除籍記載事項証明手数料） 

１件４５０  １件４５０ １件４５０ １件４５０  １件４５０ 

届出・申請の受理又は届書その他
の書類の記載事項の証明手数料 

１件３５０  １件３５０ １通３５０ １通３５０  １通３５０ 

上質紙を用いた結婚、離婚、養子
縁組、養子離縁、又は認知の届出
の受理証明手数料 

１件１,４００  １件１,４００ １通１,４００ １通１,４００  １通１,４００ 

戸
籍
関
係 
 
 
 

届出その他の書類の閲覧手数料 １件３５０  １件３５０ １件３５０ １件３５０  １件３５０ 

現行のとおり 

住民票交付手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １通２００  １通２００ 

住民票記載事項証明手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １通２００  １通２００ 

住民基本台帳閲覧手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １人２００  １人２００ 

住民基本カード交付手数料 １件５００  １件５００ １件５００ １件５００  １件５００ 

戸籍の付票の写しの交付手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １件２００  １件２００ 

外国人登録に関する証明手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １通２００  １件２００ 

住
民
基
本
台
帳 

身分証明手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １件２００  １件２００ 

現行のとおり 

印鑑登録証明書交付手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １件２００  １件２００ 
印鑑登録証交付手数料      無 料       無 料      無 料      無 料       無 料 

現行のとおり 
印
鑑 

印鑑登録証再交付手数料      無 料  １件２００ １件５００ １件２００       無 料 ５００円とする 

租税公課に関する証明手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １通２００  １件２００ 
土地・建物その他物件に関する証
明手数料 

１件２００  １件２００ １件２００ １件２００  １件２００ 

資産に関する証明手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １件２００  １件２００ 

住宅用家屋証明申請手数料 １件１,３００  １件１,３００ １件１,３００ １件１,３００  １件１,３００ 

納税に関する証明手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １件２００  １件２００ 

営業に関する証明手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １件２００  １件２００ 

法人に関する証明手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １件２００  １件２００ 
公簿、公文書、図面の謄本又は抄
本交付手数料 

１件２００  １件２００ １件２００ １件２００  １件２００ 

公簿、公文書、図面の閲覧手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １件２００  １件２００ 

税に係るその他の証明手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １件２００  １件２００ 

現行のとおり 

税
関
係 

税に係る督促手数料 １件１００  １件１００ １件４０ １件１００  １件１００ １００円とする 

犬の登録手数料 １頭３,０００  １頭３,０００ １頭３,０００ １件３,０００  １頭３,０００ 

狂犬病予防注射済票交付手数料 １頭５５０  １頭５５０ １頭５５０ １件５５０  １頭５５０ 

犬の鑑札再交付手数料 １頭１,６００  １頭１,６００ １頭１,６００ １件１,６００  １頭１,６００ 

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 

  
狂犬
病予
防 狂犬病予防注射済票再交付手数料 １頭３４０  １頭３４０ １頭３４０ １件３４０  １頭３４０ 

現行のとおり 
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那  賀  ５  町  の  状  況  （単位：円） 調整の具体的内容 

 項     目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町  
鳥
獣 

鳥獣飼育許可証の交付・更新・再
交付 

１頭３,６００  １頭３,６００ １頭３,６００ １件３,６００  １件３,６００ 現行のとおり 

大 １０円／１枚 ―  ２０円／１枚  ２０円／１枚 
小 

統一規格による業者自由 
販売（認可制） ８円／１枚 ―  １６．７円／１枚  １６．７円／１枚 

家庭用ごみ分別
指定袋販売手数
料 セトモノ ―   ―  ―  １０円／１枚  １０円／１枚 

可燃ごみ ３０ｋｇ以上５円 ５円／１ｋｇ  ５円／１ｋｇ 
可燃粗大ごみ ―  １０円／１ｋｇ  １０円／１ｋｇ 
高分子系 ―  ２０円／１ｋｇ  ２０円／１ｋｇ 
不燃物ごみ 

無料  無料 

３０ｋｇ以上５円 １０円／１ｋｇ  １０円／１ｋｇ 

一般廃
棄物 

土砂・瓦礫等 ―   ―  ―  ５円／１ｋｇ  ５円／１ｋｇ 
可燃ごみ ５円／１ｋｇ １０円／１ｋｇ  １０円／１ｋｇ 
高分子系 ３０円／１ｋｇ ３０円／１ｋｇ  ３０円／１ｋｇ 

ごみ
処理
関係 一般廃棄

物の処理
手数料 

事業系
一般廃
棄 物 不燃物ごみ 

1 月につき 1 日平均 2kg まで 100

円とし、1 日平均 2kg 以上 1kg 増

すごとに 100 円を加えた金額 

―  
５円／１ｋｇ ２０円／１ｋｇ  ２０円／１ｋｇ 

環境衛生部会で調整す
る 

し尿汲み取り料金 １８００円／１８０ℓ 
人槽 基本料 水張料

５ 2,500 円 3,000 円

７ 3,000 円 3,500 円

１０ 4,000 円 4,000 円

し
尿
関
係 

浄化槽清掃料金 

１５ 

許可制  許可制 

し尿汲取

り量に応

じた料金

に左記の

基本料と

水張料加 4,000 円 5,000 円

許可制  許可制 

環境衛生部会で調整

する 

優良宅地造成認定申請手数料 １件８６，０００  １件８６，０００ １件８６，０００ １件８６，０００  １件８６，０００ 
100 ㎡以下 １件６，２００  １件６，２００ １件６，２００ １件６，２００  １件６，２００ 
100 ㎡超え 
500 ㎡以下 

１件８，６００  １件８，６００ １件８，６００ １件８，６００  １件８，６００ 

500 ㎡超え 
2,000 ㎡以下 

１件１３，０００  １件１３，０００ １件１３，０００ １件１３，０００  １件１３，０００ 

2,000 ㎡超え 
10,000 ㎡以下 

１件３５，０００  １件３５，０００ １件３５，０００ １件３５，０００  １件３５，０００ 

現行のとおり 

優良住宅新築認
定申請手数料又
は良質住宅新築
認定申請手数料 

10,000 ㎡超え 
 

１件４３，０００  １件４３，０００ １件４３，０００ 

１件４３，０００  

10,000 ㎡超え 

50,000 ㎡超えるもの 

    １件５７，０００  

１件４３，０００ 

桃山町の例による 

建築の業務にかかる事項の証明手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １件２００  １件２００ 現行のとおり 

建
設 
・
都
市
計
画
関
係 
  

都市計画決定された事項証明手数料 無し  １件２００ １件１００ １件２００  １件２００ ２００円とする 

埋火葬に関する証明手数料 １件２００  １件２００ １件２００ １件２００  １件２００ 

年金受給者にかかる現況届の証明
手数料 

公的年金は無料 

その他 1件 200 

公的年金は無料

その他 1件 200

公的年金は無料

その他 1件 200

公的年金は無料 

その他 1件 200 

公的年金は無料

その他 1件 200

現行のとおり 

普通診断証明手数料(鞆渕診療所) ―   １件２,０００ ―  ―   ―  
死亡診断証明手数料(鞆渕診療所) ―   １件２,０００ ―  ―   ―  
死体検案証明手数料(鞆渕診療所) ―   １件２,０００ ―  ―   ―  
事務的普通証明（鞆渕診療所） ―   １件５００ ―  ―   ―  

粉河町の例による 

認可地縁団体告示事項証明手数料 ―   ―  ―  １件２００  ―  

認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料  ―   １件２００ ―  １件２００  ―  
２００円とする 

２輪の小型自動車以外１両７５０
自動車の臨時運行許可申請手数料 ―   １両７５０ 

２輪の小型自動車 １両  ５０
―   １両７５０ 那賀町の例による 

白黒コピー   １枚２０    １枚２０   １枚５０   １枚１０  A4 以下      １枚１０   
カラーコピー   １枚１００    １枚１００   １枚３００   １枚５０  B4 サイズ   １枚１５  

A3 サイズ   １枚２０   

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 
 

  
そ 
 
 
の 
 
 
他 
  情 

報 
公
開 
 

   
A3 以上   １枚１００  

桃山町の例による 
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那  賀  ５  町  の  状  況  （単位：円） 調整の具体的内容 

 項     目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町  
A4 以下(カラー) １枚８０

B4サイズ(カラー)１枚１００    

A3サイズ(カラー)１枚１２０

 

印刷物として出力したマイ

クロフィルム 
―     １枚２０ ―  ―   ―  

複写したフロッピーデ
ィスク 

―     １枚１００ ―  ―   ―  

印刷物としてフロッピ
ーディスクに出力した
もの 

―     １枚２０ ―  ―   ―  

写 
し 
作 
成 
手 
数 
料 
 
 
 
 
 

電
磁
的
記
録 印刷物としてその他に
出力したもの 

―     １枚２０ ―  ―   ―  

合併時に統一する 

在学、修学、破産、出産、死亡、
婚姻、相続、生存、不在、失踪、
親権者、後見人、諸資格、雇用、
財産管理人、破産管理人、支配
人、納税管理人、旅行、里程、公
権、職業、褒賞、文書管理、家
族、親族、退職年金、退職一時金
扶助料、土地その他被害、狩猟免
許状下附、出願、に関する証明 

―   ―  １件２００ ―   ―  

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 
 

  
そ 
 
 
の 
 
 
他 
  

その他の証明 １件２００  １件２００ １件１００ １件２００  １件２００ 

その他の証明として

２００円とする 
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第４回協議会の開催について  

 
 
 
 第４回協議会の開催（案）  
 
 
 
  ・日 時   平成１６年６月２４日（木）午後１時３０分から  
 
 
  ・場 所   貴志川町立西貴志コミュニティセンター  

２階 大集会室  
 




